
令和４年度 第５回鳳来中部地域協議会 会議録

日 時
令和４年８月１０日（水）

午後６時５５分～午後８時１０分
場所

新城市開発センター

３階 大会議室

出席者
委員 １９名

事務局 ４名

欠席者 ３名 傍聴者 なし

議題・議事・発言等

１ あいさつ

２ 議事

（１）地域計画推進体制検討会委員について

（２）令和５年度鳳来中部地域自治区予算について

①継続的事業について

②その他の事業について

３ その他

（１）第６回地域協議会について

（２）第７回地域協議会について

（３）その他

会議内容

１ あいさつ

原田哲夫会長

議事に先立ち会長から議事録署名人として梶村隆盛委員と外山嗣委員を指名した。

２ 議事

⑴ 地域計画推進体制検討会について

事務局より、資料に沿って委員候補者について説明。

・地域協議会会長、副会長、事務所長、事務局で地域協議会委員経験者、地域計

画推進委員会委員、地域計画策定当時のメンバーなどから候補者を選定し１０

名から内諾をいただいた。

・本日の地域協議会で承認をいただき正式決定とさせていただきたい。

・第１回検討会については９月中に開催したいと考えている。

【質疑応答】

委 員 委員の任期はどうなっているのか？今後のこの会の委員の決め方につい

てどう決めていくのか？

事務局 臨時設置の検討会となる。任期については、目標を達成するまでとなって

おり、この地域の計画推進体制をとりまとめれたら任期満了となる。事務

局としては、おおむね 1 年を想定している。選出された委員は交代はなく、

推進体制のとりまとめが終わり次第解散となる。

【採決】採決の結果、賛成多数により内諾をいただいた 10 名で承認される。

⑵ 令和 5 年度鳳来中部地域自治区予算について

①継続事業について

事務局より、資料に沿って地域自治区予算について説明。

・本日継続的に取り組んでいる事業の方針を決定し、それ以外の事業については、

次回地域協議会で決定したい



・継続事業が以下の７事業あり概算事業費の 2,125 千円の予算計上が必要となる。

１：AED 設置管理事業

２：防災資機材等貸与事業

３：地域安全灯設置費補助事業

４：防災活動補助事業

５：地域計画推進事業

６：地域活性化備品貸出事業

７：長篠の戦い史跡活用事業

【質疑応答】

会長：各区長は要望の数を確認をお願いしたい。

特になし。

【採決】採決の結果、賛成多数により 1 番から 7 番までの事業については、見積

で正式な額を決定し、来年度予算に計上することとなる。

②その他の事業について

・継続的に取り組む事業の方針が決定し、概算の残額として 1,839 千円が実施可

能な上限額となる。

・地域計画推進委員会等から提案のあったその他の事業は以下のとおり。

《地域計画推進委員会提案事業》

１：自治活動備品補助事業

２：シニアセーフティードライブ推進事業

３：鳳来中部防災ネットワーク推進事業

４：高齢者生きがいづくり事業（交流サロンモデル事業）

５：高齢者生きがいづくり事業（ありいな利用助成事業）

６：長篠城魅力向上事業（標柱の更新、撤去）

７：長篠城魅力向上事業（不忍の滝支障木枝伐採）

８：長篠城魅力向上事業（保存館下照明、防犯カメラ設置）

《地域協議会委員提案事業》

９：交通安全施設整備事業（通学路カラー塗装再施工）

10：AED 設置管理事業（乗本公民館へのＡＥＤ設置）

・協議会委員の皆さんの優先順位を参考としながら、予算額を勘案して次回地域

協議会で決定させていただきたい。

・説明したその他の事業に優先順位を付けていただくため、事業優先度検討シー

トを作成した。検討シートに掲載されている事業一覧の中で優先順位が高いと

思う事業３つに○を付けて、8 月 19 日（金）までに事務局へ提出していただき

たい。

・次回第 6 回地域協議会で地域自治区予算を決定する際の参考とさせていただき

たい。あくまでも参考であり、検討シートの多数決で事業を決定するものでは

ない。

【質疑応答】

委 員 ①本郷区のコピー機はどういったことに使われているのか？

②地域活性部会の滝が見えないところの木の伐採は 1 回で済むけど、草

刈りとかの費用も含めて見積を作るのか？

事務局 ②についての回答。1 回のみの実施と考えている。該当箇所は急峻で何年

も草が刈られていないため、伸びてしまった。また、県事業で城跡周辺

の樹木の伐採も検討している。まずは、一部だけ実施し、全体的な部分

については、県事業で検討したい。長篠城の全体の整備を進めていく計

画もあるため、計画整備で進めていきたい。

委 員 ①についての回答。本郷区の回覧物のコピーや各団体の打ち合わせで資

料を印刷、総会資料などのコピーで使われている。

委 員 他の地区の場合は自己負担でコピーして回覧をしている。コピー機が事

業対象となると、どの地区もコピー機を申請してくるのではないか？

事務局 要綱では地域の活動で必要な備品に使うことができるため、拒むことは



できない。必ずしも要望が通るかはわからない。最終的には地域協議会

で決定する。

委 員 コピー機を持っていない区はあるかもしれないが、回覧物などのコピー

はどうしているのか？

会 長 コミュニティの補助金で申請しているコピー機を持っている地区が多い

のではないか？

委 員 以前、コミュニティ補助金で購入したが故障したため、コンビニなどで

コピーをしている。

委 員 コピーの部数が少ないので、区長が自己負担でやっている。

委 員 区長が自己負担でコピー機を購入し、自宅で印刷している。

委 員 区長が自己負担でコピーすることが多い。区から一部補助はある。

委 員 検討シートに 3 つ○を付けなさいと書いてあるが、自分が提案した事業

に○を付けて良いのか？

事務局 あくまで参考ですので、○を付けていただいても問題ない。

次回地域協議会で最終決定とする。

３ その他

⑴ 今後の地域協議会のスケジュールについて

【第６回地域協議会（地域自治区予算事業計画案の決定）】

９月２日（金） 午後７時００分から

⑵ 【第 7 回地域協議会（地域活動交付金追加募集審査会）】

９月１５日（木）午後７時００分から

※９月１６日から日程変更となる。

・今後会議の開催方法については、書面やオンラインでの開催も想定される。

⑶その他

①交通安全技能講習会の開催について

・開催予定日：１０月２６日（水）午後【予備日：１１月１日（火）午後】

・各区２名ずつご参加いただきたい。

・案内は１０月初旬に送付予定。

②鳳来ゆ～ゆ～ありいな利用助成事業について

・９月に各区で敬老事業が実施されることが見込まれるため、それに併せて対

象となる８０歳以上の方へチラシと申請書を配布させていただきたい。各区

長への配布は９月２日の地域協議会でお願いしたい。

【全体に対しての意見・質問】

特になし。

菅沼事務所長のあいさつ、閉会

（終了 午後８時１０分）


